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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
第 １ リ ー ル と 第 ２ リ ー ル と 第 ３ リ ー ル を 含 む 複 数 の リ ー ル を 有 し 、
複 数 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ を 有 し 、
複 数 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ ラ ン プ を 有 し 、
複 数 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ ラ ン プ は 、 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 停 止 操 作 が 有 効 で あ る こ  
と を 示 す 有 効 態 様 と 、 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 停 止 操 作 が 無 効 で あ る こ と を 示 す 無 効  
態 様 と 、 を 取 り 得 る よ う 構 成 さ れ て お り 、
電 源 の 供 給 が 遮 断 さ れ る 事 象 を 検 出 し た 場 合 は 電 源 断 時 処 理 が 実 行 可 能 で あ り 、
内 部 抽 選 手 段 の 内 部 抽 選 の 結 果 が 所 定 の 結 果 と な っ た 遊 技 に て 、 複 数 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ  
の う ち 第 １ リ ー ル に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 停 止 操 作 さ れ て 所 定 図 柄 組 合 せ に 対 応 す  
る 図 柄 が 停 止 さ れ て お り 、 且 つ 複 数 の リ ー ル の う ち 第 ２ リ ー ル と 第 ３ リ ー ル を 回 転 さ せ て  
い る 状 況 で 、 第 ２ リ ー ル に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 停 止 操 作 が 第 １ タ イ ミ ン グ で 受 け  
付 け ら れ た 場 合 は 所 定 図 柄 組 合 せ に 対 応 す る 図 柄 を 停 止 さ せ る た め の 処 理 が 実 行 可 能 で あ  
り 、
内 部 抽 選 手 段 の 内 部 抽 選 の 結 果 が 所 定 の 結 果 と な っ た 遊 技 に て 、 複 数 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ  
の う ち 第 １ リ ー ル に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 停 止 操 作 さ れ て 所 定 図 柄 組 合 せ に 対 応 す  
る 図 柄 が 停 止 さ れ て お り 、 且 つ 複 数 の リ ー ル の う ち 第 ２ リ ー ル と 第 ３ リ ー ル を 回 転 さ せ て  
い る 状 況 で 、 第 ２ リ ー ル に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 停 止 操 作 が 第 １ タ イ ミ ン グ で 受 け  
付 け ら れ 、 そ の 後 、 所 定 図 柄 組 合 せ に 対 応 す る 図 柄 を 停 止 さ せ る た め の 処 理 を 実 行 し て い  
る 第 ２ タ イ ミ ン グ で 電 源 断 時 処 理 が 実 行 さ れ た 場 合 は 、 電 源 復 帰 後 の 第 ３ タ イ ミ ン グ で 第  
２ リ ー ル と 第 ３ リ ー ル を 回 転 さ せ 、 第 ２ リ ー ル を 回 転 さ せ て い る 状 況 で は 、 第 ２ リ ー ル に  
対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ ラ ン プ は 有 効 態 様 と な っ て お ら ず  
第 ３ リ ー ル に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ ラ ン プ は 有 効 態 様 と  
な っ て い る 場 合 を 有 す る
  遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
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【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 、 第 １ リ ー ル と 第 ２ リ ー ル と 第 ３ リ ー ル を 含 む 複 数 の リ ー ル を 有 し 、 複 数 の ス  
ト ッ プ ス イ ッ チ を 有 し 、 複 数 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ ラ ン プ を 有 し 、 複 数 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ  
ラ ン プ は 、 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 停 止 操 作 が 有 効 で あ る こ と を 示 す 有 効 態 様 と 、 対  
応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 停 止 操 作 が 無 効 で あ る こ と を 示 す 無 効 態 様 と 、 を 取 り 得 る よ う  
構 成 さ れ て お り 、 電 源 の 供 給 が 遮 断 さ れ る 事 象 を 検 出 し た 場 合 は 電 源 断 時 処 理 が 実 行 可 能  
で あ り 、 内 部 抽 選 手 段 の 内 部 抽 選 の 結 果 が 所 定 の 結 果 と な っ た 遊 技 に て 、 複 数 の ス ト ッ プ  
ス イ ッ チ の う ち 第 １ リ ー ル に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 停 止 操 作 さ れ て 所 定 図 柄 組 合 せ  
に 対 応 す る 図 柄 が 停 止 さ れ て お り 、 且 つ 複 数 の リ ー ル の う ち 第 ２ リ ー ル と 第 ３ リ ー ル を 回  
転 さ せ て い る 状 況 で 、 第 ２ リ ー ル に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 停 止 操 作 が 第 １ タ イ ミ ン  
グ で 受 け 付 け ら れ た 場 合 は 所 定 図 柄 組 合 せ に 対 応 す る 図 柄 を 停 止 さ せ る た め の 処 理 が 実 行  
可 能 で あ り 、 内 部 抽 選 手 段 の 内 部 抽 選 の 結 果 が 所 定 の 結 果 と な っ た 遊 技 に て 、 複 数 の ス ト  
ッ プ ス イ ッ チ の う ち 第 １ リ ー ル に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 停 止 操 作 さ れ て 所 定 図 柄 組  
合 せ に 対 応 す る 図 柄 が 停 止 さ れ て お り 、 且 つ 複 数 の リ ー ル の う ち 第 ２ リ ー ル と 第 ３ リ ー ル  
を 回 転 さ せ て い る 状 況 で 、 第 ２ リ ー ル に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 停 止 操 作 が 第 １ タ イ  
ミ ン グ で 受 け 付 け ら れ 、 そ の 後 、 所 定 図 柄 組 合 せ に 対 応 す る 図 柄 を 停 止 さ せ る た め の 処 理  
を 実 行 し て い る 第 ２ タ イ ミ ン グ で 電 源 断 時 処 理 が 実 行 さ れ た 場 合 は 、 電 源 復 帰 後 の 第 ３ タ  
イ ミ ン グ で 第 ２ リ ー ル と 第 ３ リ ー ル を 回 転 さ せ 、 第 ２ リ ー ル を 回 転 さ せ て い る 状 況 で は 、  
第 ２ リ ー ル に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ ラ ン プ は 有 効 態 様 と  
な っ て お ら ず 第 ３ リ ー ル に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ に 対 応 す る ス ト ッ プ ス イ ッ チ ラ ン プ  
は 有 効 態 様 と な っ て い る 場 合 を 有 す る 。
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